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経 済論 叢(京 都 大学)第153巻 第3・4号,1994年3・4月

現代 の予算制度 と官僚制*

池 上 惇

は じ め に

一 コー リン ・クラークの福祉財政論 が提起 したもの一

現代における予算制度 と財政民主主義の問題を考 える場合,ま ず,想 起され

るのは,市 民革命 にあたって確立された 「公正 な課税 と市民 による課税 および

予算案へ の同意,国 民代表 による決算の承認の権利 と原則 」であ る。現代にお

いて も,こ の権利 と原則は不変であるが,予 算案 を公正な もの と認 めるに当っ

ての基準 には大 きな変化 と発展が あった。 アダム ・ス ミスに代表 され る時代 の

評価基準 は,自 由競争 による人間の自立 を前提 と していた。そ こで は,個 々人

の職業の選択や営業の 自由を妨害 しない課税,自 由な経済活動 を促進 しうる予

算が 「安価な政府」 と して,支 持された。

だが,1920年 代以来,生 存権の確立が憲法的な合意 とな って以来,財 政民主

主義 は,国 民 の課税や予算 への同意 にあた って,評 価基準 に 「文化 的に して最

低限度の生活水準 の保 障」 を持込 み,現 代 の正義論(例 えばJ.ロ ールズの そ

れ)は,社 会の最 も劣悪 な経済状態 にあるものへの優先的な所得再分配な どの

措置 を正義 に適 うもの と看做 してい る。その意味で は福祉社会や福祉 国家の確

立は予算評価 の基本的な基準 となったように見え る。 しか し,社 会国家や福祉

国家の傾向が台頭 した第1次 世界大戦前後 の時期 は,同 時 にヂ中央集権的な福

祉 国家への批判 が現 れた時期で もあった。すでに1917年 代 にG .D.H.コ ール

*本 論文 は1993年9月29日 福 岡大学経済 学部 に誘い て行 われ た 日本財 政学 会第50回 大 会 にお ける

報告 の全文 であ る。
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は,議 会 制民 主主 義 が 中央 集権 的 な行 政 国家 に よ って,事 実上,支 配 され る危

険 を警 告 し,ギ ル ドによ る産業 民主 制 と地 方 自治制 度 に よ って,中 央政 府 の権

限 を 縮 小 し分 権 的 な社 会 へ の 変 化 を 求 め る べ き こ と を 示 唆 し て い る。

(Self-Governmentinlndustry,1917)ま た,ソ 連 の成 立 が 集権 国 家 の 危 険 を

一層 実 感 させ る こ とにな った こと も
,ま た,言 うまで もない。1920年 代 に成立

した ウ ィー ン市 の社 会民 主 党市 政 はR.Goldscheidに よ って高 く評 価 され た租

税 社 会 主義 の 実験 を行 ない,分 権 社 会 にお け る財 政民 主 主義 の モデ ル を提 示 し

て見 せ た。

これ らの新 しい傾 向 は現代 か らみ れ ば重 要 な意 味 を持 つ もの で あ った が,予

算 制 度研 究 の 中心 とは成 りえ なか った。 ア メ リカ合 衆 国 におい て は,20世 紀 に

入 って科 学 的管 理 法 の公 共部 門管 理 へ の導 入 が進 み,管 理 の新 しい システ ム と

して予 算制 度 を位 置付 け る とい う方 向が 定着 し,1930年 代 か ら第2次 大戦 を経

て,ケ イ ンズ主 義 が予 算 制度 の なか に定 着 し,TVAに お ける事業 別 予算 制 度

の発展 や ハ ロル ド ・ス ミスの予算 原 則 に象徴 され る行 政府 の役 割 の重 視 の傾 向

が 支 配 的 とな る。 そ の ひ とつ の到 達 点 はPPBSと 費 用便 益 評価 の シ ステ ムで

あ った 。 この シス テム は予算 の効 率 的 な活用 の ため に意志 決 定 者 の ため の判 断

材 料 を提 供 す るはず であ ったが,実 際 に は資料 の作 成 自体 に莫 大 な 費用 がか か

る。 マ ス グ レイブが指 摘 した よ うに,PPBSの 活 用 は コ ミュニ テ ィ ・レベ ル

の意 思 決:定に適 して お り,ヴ ィル ダフス キー の指摘 に よれ ば集権 化 され た予 算

過 程 で は,む しろ増 分 主 義 に よ る予 算編 成 が支 配 的 にな る とい う問題 が生 じ,

予 算:研究 の中心 的 関心 は官僚 制 の問 題 に移行 す る。

す な わ ち,1970年 代 の 後半 以 降,財 政 学 に お ける予 算 制度研 究 の焦 点が 「予

算 にお け る意 思決 定過 程 と官 僚制 の関係 」 に おか れ て きた こと は明 らか で あ る。

政 治研 究 の側 か らは,A.ヴ ィル ダフ ス キー の研 究 を画 期 として,多 くの 研 究

が 現 れ たが,経 済学 を踏 まえた官 僚 制研 究 の最 初 の き っか けは,1977年 に公 表

され た 予算 制 度研 究で あ って,T.E.Borcherdingの 編 集 に よ る,Budgetsand

Bureaucrats,1977.で あ ろ う。 この共 同著作 はJ.M.ブ キ ャナ ンが,WhyDoes
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GovernmentGrow?と 題す る巻頭論文 を書 き,Borcherdingが 合衆 国 にお け

る1870年 か ら1970年 までのユ00年に及ぶ公共支 出の成長 を支 えた諸要 因の構成

分析 を行な っている。後者が とくに注 目しているのは対人サー ビス領域 にお け

る政府部 門の急激な成長である。

従来の官僚制 をめ ぐる議論で は,政 府部 門に於 ける防衛 関係費,公 共事業費,

公企業関係費が取 り上 げ られるのが常であった。 これ らの部門は一般 に予算規

模が大 き くて,技 術 的な装備の水準が高 いので,高 度 な分業の システムを必要

と し,分 業によって業務が分担され ると,個 別の 「守備範囲」が固定化 し,情

報 の伝達が タテ型 となって,権 限を集中 した管理者 による情報 の独 占を招 きや

すい。 しか も,分 業が固定化す ると行政 のセクシ ョナ リズムを促進 しやす くな

り,こ の個別化 された行政 システムに対 して,行 政 を通 じて私的利益 を実現 し

ようとす る圧力団体や関連業者 団体 が殺到す る。行政が利権 と関わ るようにな

れば,民 間の調達業者 との関係や許認可の権限が政治家や高級 官僚 に利益 を も

たらす。 これ らは典型的な官僚機構の形成である。

だが,最 近の官僚制研究 に於いて注 目されるのは,防 衛や公共事 業 と並 んで,

福祉や教 育の分野 における官僚制の発展 と,そ れ らによる経費 の膨張や浪費の

問題である。 この背景 には,政 府経費の最近の動向を見 ると,防 衛や公共事業

や公企業 の経費の膨張が頭打 ちになる一方で,福 祉や教育 の費用が急激 に膨張

し,財 政赤字や政府債務 の拡大 の原因 とな る傾向が見 られ ることが挙げられる

であろ う。最近の北欧福祉国家 の財政危機や,か つてのイギリスの福祉国家の

危機 な どは,福 祉国家官僚制 とも言 うべ き問題が発生 して きて,予 算制度 にお

ける民主主義 と官僚制の関係 を改めて検討す る必要が生 じた と考 えられ る。

歴史的にみ ると,こ の問題 を最初 に取 り上げてい るのはコー リン ・クラーク

であ って アメ リカ合衆 国におけ る予算過程の研究者 はJ .M.ブ キ ャナ ンをは じ

め1970年 代後半 に彼の文献に言及 し,彼 の問題提起 の再評価 を行 なっている。

私 も1980年 代前半 に 日本 の行財 政改革 を検 討 した際 に 「減税 と地域福祉 の論

理」(三 嶺 書房,1984年)に おいて クラークの同 じ文献 を再評価 しよ うと試み
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た こ とが あ るの で,本 報 告 で は 「現 代 の 予算 制 度 と官僚 制 」 の 問題 を ク ラー ク

の主 張 の 現代 的 な再 評価 の試 み と して展 開 して み たい 。

1現 代 の予算制度 と官僚 制についての研究の視点

1970年 代後半以来,ブ キャナ ンらが現代予算制度の意思決定過程を 「赤字に

抱かれた民主主義」 と特徴付 け,官 僚制の発展 こそが政府の成長の原因であ る

として きたことは周知の事実である。そ して,こ の批判の枠組みの背景 には提

案13号 に象徴 され るように 「肥大化 した官僚機構 を抱 える重税型福祉 国家 と,

それ に対す る中産階級の反乱」 とい う現実があ った ことは 日米の実証研究が示

した通 りであ る。(例 えば,J.J,カ ー リン 「フィスカル ・リミッ トの政治経済

学」1982,林 健久,加 藤栄一編 「福祉 国家財政の国際比較」東京大学 出版会,

1992年 参照)

かか る反乱 を事実 として受 け止めた として も,反 乱 を契機 として実行された

新 自由主義的改革案が レーガン税制改革 を始め として基本 的には失敗 に帰着 し

改革が生存権 の侵害 に由来す る低所得層の反乱(と くにサ ンフランシスコ暴動

に象徴 され る)や 「アメリカの解体」 に基礎 を提供 した という事実 もまた否定

す る事がで きない。 この ことはカー リンが主張するように改革が州政府への権

限の集 中をもた らした り行政水準の低下 を結果 しただけで官僚制の根幹には影

響が殆 ど及ば なか った,と い う評価 とも関係 してい ると思われ る。

提案13号 とそれに続 く古典的な予算原則 の再生 に関す る議論 は政府 の成長の

源泉 としての 「予算 と官僚の関係の認識」 を基礎 に して,憲 法 的なルールによ

る 「政府の課税権 の制限」へ と向 つた。 しか し現実には消費者物価 水準の抑制

には成功 した もの,所 得税制度 における累進度の緩和や税率のフラ ッ ト化な ど

の試みが行なわれた結果,税 収の不足 によるインフラス トラクチ ャーの整備 の

困難や資産 ・所得格差 の拡大,財 政政策の機動性 の喪失 による構造的不況の深

刻化 などが増幅された。 しか も,均 衡予算原則 による 「小 さな政府 」の実現 に

は程遠 く,連 邦財政赤字 を増大 させ て財政再建 とい う重い課題が残される結果
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となった。 「レーガ ン方式」で は官僚制 は克服で きず資産 ・所得格差 の拡大 に

よる社会的不公正を増幅させ財政政策の機動性の喪失 は財政赤字 をかえ って増

大させ ることが示 されたのであ る。

ブキャナ ンらは,ア メリカ合衆国の最近200年 間 にお ける財政史の研究 を踏

まえて,政 府支 出の増大の原因の うちの最大の ものは,官 僚制の発展である と

指摘 し,と くに,政 府の対 人サー ビス領域 の拡大,就 中,教 育行政 における官

僚制 の発展 を指摘 した。先 の文献に よれば,19世 紀 に於る経費の成長率 は国民

総生産の成長率 に及ばず,し か も財政支出には分権化 の傾 向が認め られ る。 と

ころが,20世 紀 に入ると,政 府経費 の成長率が国民総生産のそれ を上回るだ け

でな く,連 邦政府へ の中央集権化の傾 向が見 られ ると言 う。 ブキ ャナ ンらは,

これ らの動向 を,本 来の民主主義的な財 政が国民 のニーズに応 えて経費 を支出

して きた のか どうか,を 吟味す る。そ して,も し,官 僚に支配 されていない政

府が対人サー ビス領域 において,経 費の膨張を体験す るとすれば,そ れは,政

府部 門の生産性 が福祉や教育に固有 の対人サー ビス必要性 のために
,民 間部 門

に及ばない,と いう当然の反映であるとす る。す なわち,政 府部門で は,福 祉

や教育 な ど直接的な コミュニケー シ ョンによってサー ビスを供給 せざるを得ず
,

技術 的な改善が困難で,生 産性 の低 い レベ ルでサー ビスを供給せ ざるを得 ない

に も関わ らず,公 務員の賃金は民間の生産性が挙 って
,民 間の賃金水準が上が

れば上昇せざるを得 ないのであ る。 この ことは,対 人サー ビスが私 的な資本活

動 の対象 とは成 り難 いことを示唆 し,一 般に,実 演芸術 な ど,人 的要素の大 き

な事業が私的資本活動 の対象 として,な じみ に くい こと,従 って,政 府の支援

を必要 とする,と い う事情 と類似 の現象であろ う。かつ て,1960年 代 にボーモ

ルとボーエ ンは 「実演芸術一 経済的 ジレンマー 」 において
,政 府 の芸術支

援 政策の根拠 を芸術 的演奏 や演技 に尉 ける技術 的進歩 や機械 の導入 の困難に

よって説明 したが,こ の同 じ説明は政府部内その ものに応用で きる
。 この限 り

では,政 府規模の膨張は避 け難い ものであ る
。

しか し,ブ キ ャナンらによる と,残 念なが ら政府が民主的である と前提す る
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こ とはで きない。政治家や官僚が もっぱ ら公共的利益 に従 って行動す ると言 う

仮説 を改 めれば,政 治家が政治的利潤 を追求 し,官 僚が私 的利権の拡充を要求

す ると考 えるのが 自然である。彼 らは大 きな政府の利点を活か して,投 票者の

私的関心 に応 えてサー ビスを供給 し,権 限を拡大 して私的利権の影響力を強め

よ うとす る政府のサー ビス供給 システムを私的 に振 じ曲げて,行 政機構を統合

して,サ ー ビスの独 占的供給を行 ない,競 争を排除 して,官 僚の利益のために

待遇 を改善させ,納 税者 にサー ビスの価格であ る租税負担額を大 きくし,供 給

したサー ビスを過大 に評価 させ る。補助金や租税の自然増収 はこの傾 向を一層,

促 進す る。1970年 代 における合衆国の教育行政の統合化過程 は,こ の過程 を典

型的 に示 した もので あって,遂 には,教 師を評価す る基準 までが,資 格 と勤続

年数だけ とな り,教 育経験 は評価 され ない,と い う結果 を もた らした。(前 掲

書,R,J.Staaf,TheGrowthoftheEducationalBureaucracy)

彼 らが教育 について指摘 した事態は福祉行政に もあてはまるか もしれない し,

ことによると,大 規模な政府直轄事業の欠点を表現 しうる官僚制 の理論で ある

のか も知れない。 これ らの実証 的研 究は今後の課題であるが,も し,こ の立論

が正 しい とすれば,福 祉 国家の財政危機の問題 に対 してひ とつのアプローチが

可能 になるで あろう。つま り,官 僚制の克服 に焦点 を合せた予算制度の改革や

財政民主主義論の提起である。その手がか りは1980年 代 の経験 か ら言えば,中

産階級への税負担の軽減,低 所得層 の生存権の確保 を両立 させ うるような財政

システムのあ りかたを構想す ることであ ろう。そ して ブキ ャナ ンらも,か か る

構想のひ とつ として クラー クの労作 に注 目していた。 しか し,わ が国では予算

制度研究 において クラー クが位 置付 けられ ることは殆 どなか ったので改めて彼

の構想に注 目したい。

11ク ラークによる重税型福祉 国家構 想批判

ク ラー クに よる と,国 民 所 得 に対 す る課 税率 が25%を 越 えれ ば,勤 労意 欲 の

喪 失,営 業 上 の経 費節 約 へ の刺 激 の停止,奢 侈 の奨 励,イ ンフ レー シ ョンへ の
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反 応 の鈍 さへ と導 きや す い。 この こ とは,一 層 の財 政 危機 と重 税や イ ンフ レー

シ ョンの激 化 へ と導 く。彼 は言 う。

「普通 の状態 で は,イ ンフ レー シ ョ ンに対 し敵 意 を示 す 立 法者 た ち も,つ

い には この イ ンフ レー シ ョン も彼 らが 課税 す る こ とを求 め られた重 税 と比較

す る と き,そ の 害悪 に おい て は,は るか に劣 る もので あ る と考 え るよ う にな

り,彼 らが 普通 の状 態 な ら反対 す るは ず の物 価 上 昇 を もた らす あ らゆ る政 策

に対 し寛容 な態度 を もって受 入れ るよ うにな って くるの で あ る。」(C ,Clark,

WelfareandTaxation,1955,PP.5-6,加 藤 清 訳 「社 会 保 障 と租税 」 日本 評論

社,1956年,56ペ ー ジ)

さ らに彼 は国営 中心 の福祉 制 度 は 中央 政府 の権 限 の強 化,総 じて 「全 体主 義

的傾 向」 つ ま り官 僚制 の強化 へ と発 展 す る危 険が あ る,と 指 摘 す る。福 祉 国家

官僚 制 と もい うべ き問 題 へ の接 近 と して,こ の視 点 は,極 め て先駆 的 な もので

あ り,ブ キ ャナ ン らの提 起 を先取 り して いた とい って も過 言 で はない 。 当時 の

イギ リスに お ける,い わ ゆ るベ ヴ ァ リッジ ・プ ラ ンにお い て は当初 か ら国民所

得 の40%に お よぶ 重税 が構 想 され て お り,い わ ゆ る 国営 の福 祉 が 中 心で あ った

し,以 後 の イギ リスや 北 欧 の福祉 国家 の 財政 危機 の実情 や経 過 をみ る と,こ の

批 判 は相 当 に的 を射 てい た と考 え られ る。

イ ンフ レー シ ョンと中央 集 権的 官僚 制 の非 能 率 の結 果 と して ,福 祉 サ ー ビス

の価 格(租 税 負 担)は ,ク ラー クの評 価 によれ ば,本 来 の価格 の50%増 にな る

ことは確 実で あ り,重 税型 福 祉 国家 の 財政 的 破綻 は 目に見 えて いた 。そ こで,

彼 はべ ヴ ァリ ッジ案 へ の対 案 と して,非 営利 組 織 と地 方 自治体 を最大 限 に活 用

し,生 存 権 保 障 に配慮 した 上 で の ,納 税 者 に取 って 「選択 可 能性 の あ る」福 祉

供給 シス テ ムを構 想 したの で あ る。

彼 の構 想 にお い て は標準 的 な負 担 率(例 えば,失 業 保 険 ,年 金,医 療,教 育

な ど合せ て所得 の13%を 上 限 とす るな ど)を 決 めた上 で 非営 利 団体 を活用 した

多 数 な社 会 保険 組織 や 共 済制 度 の設立 を奨励 し,加 入 脱 退 の 自由 を認 め て消 費

者 に よ る福 祉 シ ステ ムの選 択 可 能性 を保 障 しよ う と した 。そ して,こ れ らの 活
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動 は企 業 に よ る同額 の 支 出 と大幅 に税源 や財 源 を委譲 され た分権 的 な財 政 シス

テ ム,つ ま り地方 自治体 に よ って支援 され る
。 国 は国 防や 外 交,高 等 教 育 な ど

若 干 の領域 を担 当す る に足 る税 を徴 収す る。 消費 者 は一 方で は 自分 た ち 自身が

参加 して構 築 す る福 祉 シス テム を 自由 に選 択 で きて ,他 方 で は地域 社 会 で優 れ

た 福祉 シス テ ム を構築 す る 自治 体 を選 択 しう る。 かつ てS,ウ エ ッブぽ 比較 と

公 開の二 原 則 によ って 公正 に競 争 しうる 自治体 こそ新社 会 の 基礎 で あ る と指摘

した が クラー クは福 祉 サー ビス供給機 構 にお いて も
,こ の よ うな発 想 を継承 し

よ う と した ので あ る。

実 際 に ア メ リカ合 衆 国 にお い ては ,1960年 代 に非営 利組 織 への 関心 が 高 ま り,

経 済 学 者 に よ る営 利 組織 や フ ィラ ンソロ ピーの研 究 が 進 ん だ。F.K.Dickinson,

ed.PhilanthropyandPublicPolicy ,1962,は,ブ キ ャナ ンやK.E.ボ ー ルデ ィ

ング も参加 した シ ンポ ジア ムの 記録 で あ り
,私 的 部 門で もな く,公 共 部 門で も

な い,第3の セ ク ター と しての非 営利 部 門 の発展 可 能性 に注 目してい る
。1980

年代 に レー ガ ンの 「偉 大 な アメ リカ」構 想 に対 して 「も う一つ の ア メ リカ」 を

構 想 す る ネ ッ トワー キ ング組 織 が 急激 に発 展 して い た。 例 え ばJ.Lipnack&

J.Stamps,Networking,1982は 市 民 同 士 が 共 通 の 目標 や 価値 観 の も とに 自主

的 な グルー プや 団体 と して互 に ネ ッ トワー クで結 ば れ てい る 「目に見 えな い ア

メ リカ」 の重 要性 に着 目 してい る。 これ らの組織 に は文化
,健 康,食 品,資 源

と環 境,公 正,学 習,個 人の発 達 ,な どの多 数 な 目標 を もった協 同組 合,医 療

法 人,福 祉 法 人,学 校 法 人,公 益 法人 な どへ の発展 芽 が含 まれ て い て興 味 深 い
。

1990年 代 後半 に はP.ド ラ ッカー な どの経 営 学 の研 究 者 が 非 営利 組 織 の研 究 を

大 規模 に開始 し,福 祉 や文 化,教 育 な どの面 で協 同組合 や フ ィラ ンソ ロ ピー税

制 の役割 や 機 能が 改 め て注 目され るよ うに な った。 これ らの動 向 も広 い意味 で

は,ク ラー クの構 想 の延 長線 上 にあ る,と い って よ いで あ ろ う。

イギ リスにお い て も1980年 代 の 民営 化推 進 の過 程 で
,福 祉 や 医療 に お け る

多 様 な供 給方 式 と消 費方 式 の組 合せ(政 府 供給 と政府 消 費 ,政 府 供 給 と民 間消

費,民 間供給 と政府 消 費 な ど)が 議 論 の対 象 とな り(例 え ば ,高 島 進 「公 共 部



現代の予算制度と官僚制(125)9

門生 産性 の経 済 学」 晃 洋書 房,1993年 〉,医 師 な どの専 門家 の もつ専 門制 や 生

産 性 の評 価 問 題 が注 目を集 め てい る。 この よ うな議 論 の重 要 性 につい て は論 を

ま た な い が,問 題 の根 本 に は予 算 制 度 と官 僚 制 の 問 題 が あ る とい う点 は,ク
ノ

ラー クの指摘 した原点に立返 る必要があるのではないか と考 えられる。

III代 替 案 非営利団体による福祉サー ビスの質の評価の問題一

以上のよ うにコー リン ・クラークの問題提起 を回顧 してみる と,国 民経済的

な,あ るいは全国的な レベルで福祉の費用負担の ガイ ドラインを決め るとい う

公共的な意思 決定 と,そ の ガイ ドラインを前提 として生存権保障の前提 に立 ち

つつ非営利組織 を造 り上げて,消 費者が選択可能な水準にまで高めてゆ くとい

う一種の 「仕事お こし」の過程が平行 して進行 することが クラー ク型福祉社会

構想の基本であ る事が解 る。同時に非営利組織が集権 的な官僚制の弊害 を防止

しうるためには組織の分散性 を確実 な情報 の共有や人権 ルールや公正基準の合

意な どによって福祉 プロジェク トの総合的評価や比較 の可能 な形 に転化 しうる

社 会的条件の整備 が必要 とされ る。

予算制度 はこのよ うな視点か らみ ると,多 様 な非営利組織が企画 し実行す る

福祉 プロジェク トの総合的評価 の機会であ り,分 散的なプロジェク トを国民的

な視野か らの客観的評価 によってどれだけのサ ポー トに値するかを決定す る機

会で もあ る。現在,日 本にお ける障害者施設 のうち,共 同作業所 を例 に取 って

み る と,多 くの 自発的で ボランティアに依存 した無許可 の共同作業所づ く りが

先行 し,事 業内容の充実 と地域社会での合意が進む度合い に比例 して 自治体 の

補助金や福祉法人 と しての認可が進み,措 置費が支給 され るとい う形 をとるこ

とが多い(池 上惇 「財政学一 現代財政 システムの総合的解明一 」岩波書店,

1990年)。 この場合,補 助 金 の支給,法 人格 の取得,措 置 費の支給 な どの発展

に当 って,事 業が提供す る福祉サー ビスの総合的評価 を如何 に公正 に行な うか,

評価 の主体 としての納税者の意向の表明 はどのような形で形成 され発表される

か,も 考慮すべ き多 くの問題を抱 えてい る。
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しか しなが ら,評 価主体の形成にあた って,経 験 ある福祉の専 門家 による科

学的 な判断 住民 の参加に よる合意の形成,行 政 による適切なコーデ ィネイ ト

な どが必要 にな ることは言 うまで もない。 これ らの評価主体が依拠すべ き判断

の基準は,何 に求めるべ きであ ろうか。予算:案に対す る納税者 の欲求は 「公的

欲求」である。
,私 的欲求に対す る公 的欲求の特徴 は 「社会の共通の利益」 を実

現 す ることによって,私 的欲求充足 の為の基盤 を強化す ることに在 ると考 えら

れ るので,社 会の共通の利益 を最 も凝縮 された形で実現す る必要がある
。従来

の厚生経済学の成果 を批判的に検討 して,私 的欲求の充足のための条件 を考察

したA.セ ンの考 え方 を公共部 門に応用 してみ よ う。それ は,人 間の 自由 な欲

求の表示 に取 って公共部門による 「ソーシ ャル ・ミニマム」の達成 は
,人 々に

希望 と積極的な意欲 を与 え,あ ま りに劣悪 な生 活条件のために
,本 来 の欲求表

示 を締めていたひとび とに,欲 求表示のための 「物的基礎」を提供す る
,と い

う点である。

そ して,「 ソー シャル ・ミニマム」 が達成 され ると,人 々の欲求 は 自分 の生

き方 を他人の生 き方 と比較 して評価 し,予 算 に対 して 「い きがい」 を実現す る

上での社会の共通のイ ンフラス トラクチ ャー(例 えば芸術 文化施設な ど)を 整

備す る必要が出て くるのである。

この2点 が予算における各種の プロジェク トの評価の最 も凝縮 された形であ

ろうと考 えられ る。つ ま り,

第 ユは,そ の事業が生存権保障 において成功 しているか どうか
,で あ り,

　第2は,他 の事 業 との比較 において,住 民 と公務員の双方のい きがいを どこ

まで実現 しえてい るか とい う点であ る。.

この二つ の基準 に照 しなが ら,福 祉 プロジェク トの費用 と便益を総合的 に評

価す ることは,科 学的な行政 を目指す上で不可欠 になろう。 この場合の費用一

便益分析は,社 会的便益 の評価基準が明確であ るために
,か つてのPPBSが

体験 した繁雑 さか らは免れてお り,公 共選択 における社会的合意のための基礎

とな るとい う点で新 たな機 能を期待 され るのであ る
。
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大部分 の福祉 プロジェク トは対人関係のための人的 な要素が中心であって一

般の産業 におけるように技術的進歩 によってコス トの低下 を図 り利潤 を増大 さ

せ る余地がほ とん どない。 しか もサー ビスの内容は極 めて公共性が高いか ら,

ある程度 は市場経済 に類似 した料金や保険料の徴収や支払 によって収入を確保

した として も,か な りの部分は寄付金や関連事業収入,さ らには補助金や助成

金によって経営 せざるをえない。 この場合,医 療の場合な らば地域社会の社会

的最低限をその医療機関が保障する人的資源を もってい るか どうか,が 重要な

評価 基準であ り,補 助金を交付す ると言 う予算 における意思決定 の際 の重要 な

評価基準であろ う。 この ことは,さ らに医療や看護婦,保 健婦 などの専門性 の

評価 を正 当に行ない正当な報酬 を保障する とい う課題 と不可分 に結び付 いてい

る。社会が合意 しうる専 門性 の評価 とその報酬 のあ りかたは,か つて,ユ960年

代 にボーモ ルとボーエ ンが芸術 家の報酬 について議論 した問題 と類似 の論点 を

提起 して くる。彼 らは,芸 術家の提供す るサー ビスが,こ の社会で生 きて行 く

上で不可 欠な もの(つ ま り生存権のかかわる もの)で あることを認める一方,

芸術家の実験 的試みに発表の機会を社会が保障 してゆ くことや,人 々に 「い き

がい」 を実感させ るエクセ レンスを評価す るシステムによ って,芸 術 家を支援

して行 く必要性を認 める。消費者 は観賞 にあた って,入 場料 を支払 うが,入 場

料が専門性や芸術性の充分 な評価 にな りうるか というと,そ れ は不可能である

と考える。一般 に市場経済で は,高 い専門性は生産性 の高い製 品に反映され て,

専門家 に高い報酬 を もた らしうるが,芸 術 においては,い くら専 門性が高 くて

も生産性 を上げ ることは不可能ではないまで も極めて困難であ る。 このような

状況の もとで,専 門性や芸術性 を評価 して行 くには,入 場料以外の多様な財源

が必要で あ り,社 会の合意を得て政府や 自治体 の補助金 を交付 し,寄 付税制 を

整備 して公益財団を育て,多 様な応募の機会を造 り上 げる必要がでて くる。

芸術 と同様 に,福 祉 関係専 門家の専 門性 を社会的に評価す るシステ ムがなけ

れば,質 の高 い福祉 システムは機能 しない。例 えば医療保険における診療報酬

体系 において正当な評価 を行ないつつ,こ の評価は料金や保険料には福祉的性
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格 か らみ て反 映 させ られ な い場 合 も多 いか ら,寄 付 金 や補 助 金 に おい て医 療 の

質 を社 会 的 に評価 して ゆ くこ とが必 要 とさ れ るであ ろ う。 同様 の こ とは保 育所 ,

障 害 者 施 設,芸 術 文 化施 設 な ど多 くの領 域 につ い て言 い うる こ とに な る。(芸

術 を例 に挙 げ た評 価 の シス テ ム につ い て は池 上惇 「生 活 の芸 術 化 一 ラ ス キ

ン ・モ リス と現 代一 」 丸 善 ライ ブ ラ リー ,1993年.を 参 照。〉

IV予 算制度発展史の概括における問題点

公共選択論の枠組みにおいては,官 僚制の弊害 を最:小限度に止め うる予算制

度 とは,究 極 の ところ,予 算過程 における納税者主権の行使 にあた って予算案

の総合的 な社会的評価 を行 なう納税者の評価能力に依存す る
。 この評価能力は

現実の官僚制の発展の もとでは,し ば しば単なる潜在力 に止まってお り,評 価

の機会が絶えず存在 しうる福祉 プロジェク トが多数存在 し評価 が補助金な どの

支出や寄付税制の対象にならない限 りは身近 な問題 とはな り得 ないのであ る
。

かつ て,A.シ ックは予算 制度が市民革命期 の統制の機 能を中心 とする段階

にあ り,つ ぎに20世 紀初頭以来は政府部 門の科学的で効果 的な管理 のための手

段 とな り,第2次 大戦以降は,経 済の安定や完全雇用のための計画化 の手段 と

な りつつあることを指摘 した。現代 において は予算は再 び均衡予算 と して官僚

制や インフレーシ ョンの弊害 を予防する事が期待されたのであ るが
,福 祉 の内

実 を確保 しつつ官僚制の弊害に対処 しようとすれば公共業務 を担 う専 門性の評

価 を基礎 に 「公共選択 における社会的評価の機会 を提供す る」機能 を期待 せざ

るをえないのであ る。 これが クラークの問題提起 を現代 に活かす方法ではある

まいか。
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